
 

 

地域の皆様の協力を得て  

1月に入ってから、３～6年の書き初め大会、三年生の木工教室・

白菜の収穫、５年生の工場見学、など、たくさんの体験学習がありまし

た。どの体験活動も、地域の方が特別講師をしてくださったり、忙しい

中で職場を見学させていただいたりしたおかげで実現しています。 

先生の話を聞く、教科書を読む、友達と話し合うといった学習も大

切ですが、学校外の方のお話を聞いたり、実際に体験したりすること

は、子どもたちの成長にとても効果があります。また、情報の多くをパ

ソコンやスマートフォンを得られる時代だからこそ、実物を見て触れて

学ぶ機会を大人が意図的に設定する必要があると考えています。今

後も、地域の方々の協力を得ながら、子どもたちに豊かな体験の場を

提供して参ります。 

 

上履きの規則を変更しました  

学年だより等でもお知らせいたしましたが、上履きの規則を少し変更しました。 

 

 

 

 

上履きについては、以前より「もっと安価なものが良い」、逆に「もっとしっかりした靴を履か

せたい」など様々な御意見をいただいておりました。校内で検討した結果、来年度から上記の

とおりの規則で運用することといたしました。全ての御要望に対応した規則変更とはなってお

りませんが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

お子様の送り迎えについて 

お子様の送り迎えについて、改めてご協力をお願いいたします。 

○路上に停車しての送迎はご遠慮ください 

学校周辺の道路に車を止めての送迎は、徒歩通学の子どもの安全確保、学校周辺の方

々への迷惑の観点から、禁止とさせていただいております。公的機関の駐車場で乗降して

いただきますよう、お願いいたします。なお、怪我等の理由により学校近くまで送迎する必

要が場合は担任へご連絡ください。 

○駐車場での事故防止 

 送迎の際に駐車場内で走ったり遊んだりしている子どもがいます。学校でも指導しており

ますが、御家庭でもお声がけをお願いいたします。また、下校時に保護者を待っている時間

に駐車場で遊んでいるお子様もおられます。一般の方も利用する駐車場ですので、安全に

待つようご指導をお願いいたします。 
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① 従来の上履きを指定靴ではなく「基本靴」とします。(今まで通り使用できます) 

② 保護者の判断で体育の運動などを安全に行える靴であれば、①以外も使用可とします。 

③ ②の場合でも、色は白、紐の靴は不可とします。 

※上履きへの記名、週に一度の持ち帰り(洗濯)には、引き続き協力をお願いします。 
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